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(そ の 1)

(ふ り が な )

政 治 団 体 の 名 称

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

収 支 報 告 書

冽閂 灸

U甘 発 1珂

<国会議員関係政治団体 E資金管理団体用>

者缶・不日 命 年分

ll

ｒ

′

と

ヽ

/1( t

当者事務担

氏名

電話

氏名

電話

62 28

受

付

欄

資金管理団体の指定の有無

函 有

□   無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏名 げや確d
資金管理団体の指定の期間

年

年

月

月

日から

日まで

、  (｀

ど)

/

記入もれ注意

チェックもれ注意

政治団体の区分

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

□
Ｍ

チェックもれ注意

活動区域の区分

ロ
ビ

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

□  政治資金規正法第 19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者の氏名

公 職 の 種 類

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年

年

月

月

日から

日まで



(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額 の内訳

収支の状況
必ず記入してください。
(Oの場合は0と 記入)

ぎ./必7、 夕多/
円

/歩.多♪/
、Pと /ゑ勇卜、どクだフ∠ク

●
'ゝ

/牛 グをフ牙Xυ

/久 /女
~/

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

(1)個人の負担する党費又は会費
円

金 額

員 数 (党費又は会費を納入 した人の数 )

(2) 寄 附

備 考

記入もれ注意 (ア )+(イ )+(ウ )

金 額

円

ア 寄附 (イ を除 く。)の区分

(ア )個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ )法人その他 の団体か らの寄附

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

/J 計 ( ア ) 十 (イ ) 十 ( ウ )

(寄附の うち寄附のあつせ んによるもの )

イ 政 党 匿 名 寄 附

合  計 (ア 十 イ )
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(そ の 3)

(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入

備 考

静   」 茄 性変      ・ /

金 額

円

デーつ′θと
'つ

′

ジ1つ 形 →紗クク

θ、。′″iククつ

事 業 の 種 類

胡ヤ復週z2カウ/赤＼

こ の 頁 の 小 計

〈
口 計

み



(そ の6)

4

(6)その他の収入

備 考

繍 洗隼翔 房期 ュ翻 腎xデノぇ ゎ 侍膨締彬侮苗系
/

金 額

円

グ景、ク∂つ

クλ酔▽θ

ρ 先 業 拶 季
r

ク分.υ つtr質と,テ″

摘 要

ぷ孜亙翻たな絡錫骸イ兎なシ綾外

こ の 頁 の 小 計

1件 10万 円 未 満 の も の

合    計



(そ の13)

3 支出項目別金額の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

備 考

記入もれ注意

記入もれ注意 アキイ+ウ +エ

記入もれ注意

金 額

円

グ好p升つ

卜

夕すつ、夕沙汐

タメ 9、 沙沙ρ

スゴ修σ.υ ′多

tデ 、/1名/し ,分θ

ど!/牛ク、θ tt0

項 目

1     イ∃& 常 経 費

費(1) 人 件

(2) 光 熱 水 費

(3) 備  品 消 耗 品 費

(4) 事 務 所 費

ノJヽ 計

2政 治 活 動 費

費(1)組 織 活 動

(2)選 挙 関 係 費

(3) 機 関紙誌 の発行その他 の事業費

(4)調 査 研 究 費

(5) 寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

ィよヽ 計

ハ
日 計 (注)当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出については、項目ごとにその額を備考欄に記載し、
併せて(その16)の 添付が必要です。

ケ



(そ の15)

備考

( )
，

″

支出を受けた者の任所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

h肘府 題1硫 7

支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

齢 約/口■方

項 目別区分

年 月 日

増 珂≫F

ノ朱クテυ

額金

どた/影
円

/メきデク?

クタL沙 野杉

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

ヵ(みく 2

この頁の小計

その他の支出

計
△
口

‐
‐
‐
‐

(注 1)国会議員関係政治団体は 1件 1万円超の支出、資金管理

団体は 1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の「項目別区分」
の項目ごとに、最後の頁に記載すること。
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(そ の15)

備考

歳み勝(衆子滅%'「ィ牛ゥ

~支
出を受けた者の住所  /

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

/1帥

h声ヶせll′バす床ム第張ェ⌒ス争

l

:′

),ヽ

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ゆ
=フ
貨ケィ作宵。来 お仏シ

「
A慈権 さ籐規分も脚ギ布→/
孝笞え
V t  y

項 目別区分

年 月 日

吊帰坪rアa

涌佑 z>ュ>>と

み舟孵れ

ノЪ解

額金

/p淋、夕ορ
円

う7/tttρ !ケ ノ

鬼〃ク、フ″つ  /

クっ虫裏影丁＼

写生矛レを と`

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

ロヤ巽T斃漏旅 彬外

この頁の小計

その他の支出

合   計

‐

( △
泰
卜
冷

国
国

注 議員関係政治団体は 1件 ¬万円超の支出、資金管理
は 1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の「項目別区分」
の項目ごとに、最後の買に記載すること。
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(そ の15)

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

謝 htth殊ゆ隊猾門鐙疹
′/(

|

イ ( )

ダ出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

粛閾胸繕到
,

項 目別区分

年 月 日

れ弊町瑠

額金

/アカ、つっつ  ノ
円

/

7拷 ノこクっク

ν
r

鉤 r♂タフ

この買の小計

その他の支出

合   計

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

鱒 祠

‐

(注 1)国会議員関係政治団体は 1件 1万円超の支出、資金管理
団体は 1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の「項目別区分」
の項目ごとに、最後の頁に記載すること。

争



(そ の15)

( )ゑ 久

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

h修評(珠サ摩漆閑下ヅ介
|

V r Lキ J  /

支出を受けた者の気ろ
(団体にあつては、その名称 )

.ヽ夕 ψttltta翡務姉
t

[ ↓

項 目別区分

年 月 日

銃,権′ュ協

(3)政治活動費の内訳

金 額

円

スて子圭ラ牝ク,彦 ク́

ズ 老鯵 っ(っ っ ぅ

″

ズ 舟 ο、フフつ

支 出 の 目 的

古考沐琥ヽ及夕箸

この頁の小計

その他の支出

合   計

(注 1)国会議員関係政治団体は 1件 1万円超の支出、資金管理

団体は 1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の「項目別区分」
の項目ごとに、最後の頁に記載すること。

早



(そ の17)

1 資産等の総括表

(注 1)

(注 2)

資 産 等 の 状 況

P

項目ごとの資産の有無について、「□」内に「レ」を記入すること。

有に記入した場合、項目別に様式 (そ の18)に内訳を記載すること。

資産等の有無

備  考径

図

γ

図

図

図

区

有資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア 土 地

イ 建 物

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

工 取得の価額が100万円を超える動産

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。)

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

コ 支払われた金額が100万円を超える敷金

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金



(そ の20)

宣誓書

(備考)

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

2政治団体の解散に伴う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

||

代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとおり)

1 領収書等の写し

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであって、真実に相違ありません。

令和 ノ 年 二 月 二忌 日

政治団体の名称 ⅢみIレ ヾ

会計責任者の氏名 剌＼ ,' ⑩
(代表者の氏名 (印))

記入もれ注意


